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はじめに                      

 

平成 23 年 3 月に東北地方太平洋沖地震が発生し、太平洋側の東北地方から関東地方に

かけての広範な地域で、甚大な被害が発生した。想定を超える津波が発生したことや、液

状化や原子力発電所の事故なども加えて複合災害となったことなどにより、被害が一層拡

大した。一方で、日頃から津波に対する訓練を行い、大きな揺れが発生したら、即時に避

難するという体制が整っていた地域では、多くの命が救われたことも明らかとなった。 

土佐湾沖の南海トラフを震源とする南海地震は、過去１００年から１５０年の周期で繰

り返し発生しており、次の南海地震は、２１世紀前半にも非常に高い確率でその発生が懸

念されている。 

国では、東南海・南海地震による災害から住民の生命、身体及び財産を保護するための

対策を進めていくため、平成１４年７月に「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進

に関する特別措置法」を制定し、安芸市についても、平成１５年１２月に「東南海・南海

地震防災対策推進地域」に指定された。さらに、平成 23 年 3 月の東日本大震災を受けて、

平成 23 年 12 月には国の防災基本計画の修正が行われ、特に津波対策の強化を進めていく

ことに重点が置かれている。 

次の南海地震では、県内全域で、地震の揺れによる被害もさることながら、津波により、

沿岸域では広域かつ甚大な被害が想定されており、安芸市においても津波対策は緊急の課

題となっている。 

特に人的な被害を防ぐためには、海岸付近で強い揺れやゆっくりとした長い揺れを感じ

た場合には、迅速に安全な高台へ避難する、津波からの避難行動が、極めて重要となる。 

このためには、津波避難における安芸市の基本的な対応を明確にしておくほか、何より

も、住民自身の津波からの避難に対する高い意識と行動が欠かせない。 

安芸市では、津波対策のうち効果の高い「逃げる対策」を重点課題として推進するため、

津波避難のための基本的な計画を作成し、併せて、浸水が予想されるすべての地域におい

て、自主防災組織等が、より具体的な「地域津波避難計画」を作成するための支援をして

いく。 
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第１章 総則                    

１ 目的 

この計画は、南海地震をはじめとする津波災害から、住民の生命、安全を確保するこ

とを目的に、円滑な津波避難を行なうため市の基本的な対応方針を定めるものとする。 

 

２ 計画の修正 

この計画は、自主防災組織等が作成する地域津波避難計画と整合性を図るため、必要

に応じ、適宜修正を行なう。 

 

３ 用語の意味 

No 用 語 意  味 

1 津波浸水予測地域 津波が陸上に遡上した場合に、浸水する陸域の範囲。 

2 避難対象地域 

津波が発生した場合に被害が予想されるため避難が必要

な地域で、避難勧告・指示を発令した際に避難の対象とな

る地域。 

3 避難困難地域 
津波の到達時間までに、避難対象地域外の安全な場所に避

難することが困難な地域。 

4 避難路 避難する場合の経路で市が指定するもの。 

5 避難経路 
避難する場合の経路で住民が設定するもの。 

4 と 5 を総称した際も『避難経路』という文言を使用する。

6 避難場所 

津波の危険から避難するために、避難対象地域の外に市や

住民が指定・設定するものをいい、一時的に避難する高台

等を含む。津波が収まった後、地域住民が一定期間滞在す

るための「避難所」とは必ずしも一致しない。 

7 津波避難ビル等 
津波避難困難地域の避難者や逃げ遅れた者が、一時的に緊

急避難する施設で、市や住民が指定又は設定するもの。 

8 避難目標地点 

とりあえず命の安全を確保するために避難の際に目標と

する地点で、住民等が設定するものをいう。必ずしも避難

場所とは一致しない。 

9 地域津波避難計画 
津波浸水予測地域を抱える自主防災組織等が策定する、地

域ごとの津波避難計画。 
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第２章 避難計画                   

１ 避難対象地域 

避難対象地域は、次の点に留意し指定する。 

（１）高知県津波防災アセスメント補完調査（平成１７年５月）津波浸水予測図（以下

「津波浸水予測図」）を参考に、過去の津波の痕跡や地域の状況を考慮し、津波浸

水予測図の外にバッファゾーン（余裕域）を含めて指定する。 

（２）原則として自主防災組織の単位により指定する。 

（３）現在の高知県津波浸水予測では、一部地域のみ浸水すると予測されている地域で

あっても、想定を超える地震が発生する可能性がないとはいえないこと、現在、国

や高知県で津波浸水予測の見直しが進められている（平成 24 年 3 月現在）ことか

ら、地域全域を避難対象地域として指定する。よって、下記一覧表の世帯数は、地

域の全数を記載する。 

（４）遠地津波発生時は、気象庁が想定する津波の高さ、沿岸地域の地盤高等参考に、

安芸市災害対策本部において避難対象地域を決定する。 

 

※避難対象地域一覧表                   平成 24 年 2 月現在 

避難対象地域 自主防災組織名 世帯数 人口 

港町 1 丁目 港町 1 丁目防災会 129 264

港町 2 丁目 港町 2 丁目防災会 190 417

矢ノ丸 1 丁目 矢ノ丸 1 丁目地区自主防災会 111 221

矢ノ丸 2 丁目、矢ノ丸 4 丁目 矢ノ丸 2・4 丁目地区防災会 202 431

矢ノ丸 3 丁目、東浜、花園町 
川向地区防災会 
柳田地区自主防災会 

449 1040

本町 1 丁目 本町 1 丁目地区自主防災会 191 361

本町 2 丁目 
本町 2 丁目東防災会 
本町 2 丁目西地区防災会 

188 388

本町 3 丁目、久世町、寿町 安芸中央防災会 318 659

本町 4 丁目、庄之芝町、清和町 庄之芝・本４・清和町防災会 296 610

本町 5 丁目、染井町、千歳町、桜ヶ
丘町 

西浜西地区防災会 
西浜東地区防災会 

590 1096

日ノ出町 日ノ出町地区自主防災会 199 352

幸町、宝永町 宝永町幸町地区自主防災会 388 812

津久茂町、西浜 津久茂町地区自主防災会 258 566

伊尾木（西組北、西組南、西組前、中
組町、中組前、中組浜、東組西、東組
南、東組東、東組東ノ東、不動、河野）

伊尾木地区自主防災会 487 1073

下山（西ノ浜、浜ノ西、浜ノ東、大山） 下山地区自主防災会 91 228

川北（前島、上島、中田、新町、片町、
栄町、久保田南、西ノ島、清水寺岡）

川北地区自主防災会 654 1637

土居春日 土居春日地区自主防災会 160 368
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土居玉造 土居玉造地区防災会 56 137

穴内（新城、大平、腰掛ノ下、八丁ノ
下、塩屋、川口、堀切） 

穴内地区自主防災会 180 425

赤野（桜浜、東赤野、東寄、西寄、叶
岡、叶岡前、住吉） 

赤野地区防災会 376 948

 

２ 津波浸水深及び津波到達時間 

本市における津波浸水深及び津波到達時間は、高知県津波浸水予測図の『最終防潮ライ

ン施設等が無いとした場合』によるものとする。 

（１）津波浸水深図 別図１～５ 

（２）津波到達時間図（津波発生後、その地点の水深が１０ｃｍになるときの時間） 

別図６～１０ 

※津波到達時間は地震の発生場所、規模等により予想時間よりも早く到達することが

あるので、避難にあたっては到達予想時間にとらわれることなく、迅速な避難が必

要である。 

 

３ 避難経路 

避難経路は次の点に留意し指定・設定する。 

（１）崖崩れ、家屋の倒壊等による危険が少なく、幅員が十分あること。 

（２）橋梁等を有する道路を指定する場合は、その耐震性が確保されていること。  

（３）海岸、河川沿いの道路は、原則として避難経路としないこと。 

（４）避難経路は原則として、津波の進行方向と同方向に避難するよう指定・設定する

こと。 

※避難路については、次項避難場所一覧表に記載 

 

４ 避難場所 

  避難場所は、次の点に留意し指定・設定する。 

 （１）原則として避難対象地域から外れていること。     

（２）原則としてオープンスペースとするが、建物を指定・設定する場合は、耐震性が

確保されていること。 

（３）周辺に山・崖崩れ、危険物貯蔵所等の危険箇所がないこと。 

（４）予想される津波よりも大きな津波が発生する場合も考えられることから、更に避

難できる場所が望ましいこと。 

（５）避難者一人あたり十分なスペースが確保されていること。（1 人当たり１平方メー

トル以上を確保すること） 
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※避難場所等一覧（市が指定）               平成 2４年３月現在 

（自主防災組織等が設定する緊急避難場所・避難経路は、地域津波避難計画に記載） 

 

５ 津波避難ビル等 

津波避難ビル等は次の点に留意し指定・設定する。また、所有者・管理者と避難時の使

用について必要な事項をあらかじめ協議しておくものとする。 

（１）耐震診断によって耐震安全性が確認されていること、又は、新耐震設計基準（１９

８１年施行）に適合している建築物を基本とすること。 

（２）原則として RC（鉄筋コンクリート）または SRC（鉄骨鉄筋コンクリート）構造と

し、想定浸水深に応じて階数や津波の進行方向の奥行きを考慮すること。 

（３）直接海に面していないこと。 

（４）避難路等に面していることが望ましい。 

（５）進入口への円滑な誘導が可能であること。 

番号 避難場所 避難路 避難可能人員 避難対象地域 

 １ 
安芸第一小学校

校庭 

市道久世 107 号線、市

道久世三町目 2 号線、

市道久世寿 1 号線、市

道久世 113 号線、市道

安芸小学校線、市道三

丁目 110 号線、市道久

世 112 号線、市道三丁

目寿 3 号線 

 １，４５０人

港町 1 丁目～2 丁目、

矢ノ丸 1 丁目～4 丁

目、東浜、花園町、本

町 1 丁目～4 丁目、久

世町、寿町、庄之芝町、

清和町、日ノ出町、幸

町 

 ２ 
安芸中学校 

校庭 

市道中道線、 

市道ムネカネ線 
８，７２０人

港町 1 丁目～2 丁目、

矢ノ丸 1 丁目～4 丁

目、東浜、花園町、宝

永町 

 ３ 
安芸市総合 

運動場 

市道妙見刑部線、 

市道グラウンド線 

市道テニスコート線 

１３，５００人
本町 5 丁目、染井町、

千歳町、津久茂町 

 ４ 
伊尾木保育所 

園庭 
市道伊尾木保育所線  ６２０人 伊尾木 

 ５ 下山小学校校庭 市道下山学校線    ６６０人 下山 

 ６ 川北小学校校庭 
県道奈比賀川北線、 

県道高台寺川北線 
３，２００人 川北 

 ７ 清水ヶ丘中学校 県道宮ノ上川北線 ６，３００人 川北 

 ８ 土居小学校校庭 市道学校前線 ２，３００人 土居玉造、土居春日 

 ９ 土居公民館 
市道学校前線、 

市道南町線 
 ２００人 土居玉造、土居春日 

１０ 穴内小学校校庭 市道稗尻線  ８７０人 穴内 

１１ 穴内保育所園庭 市道穴内東地線  １９０人 穴内 

１２ 赤野小学校校庭 
市道赤野学校前線、 

市道赤野和食線 
１，０２０人 赤野 
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※津波避難ビル等一覧 

番号 施設名 
建物

階数
避難可能場所 

避難可能 

者数 

 １ NTT 西日本安芸電話交換所 ５
西側建物の階段・踊り場・

屋上 
 ５０人

 ２ ホテルタマイ １１ ホテルタマイ駐車場 １，２５０人

 ３ 高知高須病院附属安芸診療所 ３ 階段・待合室・廊下・屋上 １９５人

 ４ ヴィラージュ川北 ６ 建物の階段・踊り場 ７０人

５ ニッポン高度紙工業株式会社 
グラウンド・駐車場等事業

所施設 
９，５００人

 ６ 
土佐くろしお鉄道株式会社 

（安芸駅） 
安芸事業本部敷地内 ５００人

 ７ 
土佐くろしお鉄道株式会社 

（球場前駅） 
球場前駅停車場 ４８人

 ８ 
土佐くろしお鉄道株式会社 

（穴内駅） 
穴内駅停車場 ９５人

 ９ 
土佐くろしお鉄道株式会社 

（赤野駅） 
赤野駅停車場 ４８人

１０ 
土佐くろしお鉄道株式会社 

（下山駅） 
下山駅停車場 ９５人

１１ ケアハウス安芸 ５
3 階以上の食堂・廊下・踊

り場 
３９０人

１２ 森澤病院 ５ 階段・廊下・屋上 ４５０人

１３ ハイ・スリーマンション ７ 階段・廊下 ８０人

１４ 高知銀行安芸社宅 ３ 建物 3 階廊下部分 １５人

１５ キセキレイの里 ４ 地域支援スペース等 ９５人

１６ すまいるあき ５ 駐車場・屋上 ３，９００人

１７ 
サカモトマンション 

A City Stage １ 
４ 建物の階段・踊り場・廊下 ３５人

１８ クレール久世 ４ 建物の階段・踊り場・廊下 ２０人

１９ 安芸クリニック ２ 南側屋上 ３０人

２０ 清和団地 A 棟 ３
3 階廊下・2 階から 3 階階

段・踊り場 
 ９０人

２１ ひのでの館 ３
階段・バルコニー・地域ふ

れあい交流センター 
５０人

２２ オーシャンプラザ ６
建物の 3 階以上の階段・踊

り場・廊下 
８０人

２３ マリンプラザ ７
建物の 3 階以上の階段・踊

り場・廊下 
１５０人
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６ 津波避難困難地域 

国の「津波避難ビル等に係るガイドライン（平成 17 年 6 月）」に基づき、安芸市にお

ける津波避難困難地域の設定を行った。同ガイドラインでは、避難困難地域の設定方法に

ついて、次図のような概念図を示している。 

 

 

※避難困難地域設定の概念図（出典：津波避難ビル等に係るガイドライン） 

 

安芸市における津波避難困難地域は、以下の手法で設定するとともに、設定された避難

困難地域に対しては、津波避難ビル等の指定など避難方法の検討を行なう。 

 

津波避難場所 
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（１） 津波到達予想時間は下表のとおりとする。 

町名 
地区名 

(自主防災会) 
津波到達
予想時間

町名 
地区名 

(自主防災会)
津波到達
予想時間

港町 1 丁目 港町 1 丁目 15 分 東組東 

伊尾木 

15 分 

港町 2 丁目 港町 2 丁目 15 分 東組東ノ東 15 分 

矢ノ丸 1 丁目 矢ノ丸 1 丁目 25 分 不動 15 分 

矢ノ丸 2 丁目 矢ノ丸 2・4 
丁目地区 

50 分 河野 15 分 

矢ノ丸 4 丁目 50 分 西ノ浜 

下山 

15 分 

矢ノ丸 3 丁目 

川向、柳田 

25 分 浜ノ西 15 分 

東浜 25 分 浜ノ東 15 分 

花園町 40 分 大山 15 分 

本町 1 丁目 本町 1 丁目 25 分 前島 

川北 

50 分 

本町 2 丁目 
本町 2 丁目東 
本町 2 丁目西 

25 分 上島 50 分 

本町 3 丁目 

安芸中央 

50 分 中田 25 分 

久世町 50 分 新町 15 分 

寿町 20 分 片町 20 分 

本町 4 丁目 
庄之芝・本４ 
・清和町 

50 分 栄町 15 分 

庄之芝町 50 分 久保田南 50 分 

清和町 20 分 西ノ島 25 分 

本町 5 丁目 

西浜西 
西浜東 

50 分 清水寺岡 50 分 

染井町 50 分 土居春日 土居春日 30 分 

千歳町 20 分 土居玉造 土居玉造 20 分 

桜ヶ丘町 50 分 新城 

穴内 

30 分 

日ノ出町 日ノ出町 10 分 大平 25 分 

幸町 宝永町 
幸町 

－ 腰掛ノ下 25 分 

宝永町 － 八丁ノ下 25 分 

津久茂町 
津久茂町 

15 分 塩屋 25 分 

西浜 50 分 川口 25 分 

西組北 

伊尾木 

15 分 堀切 25 分 

西組南 15 分 桜浜 

赤野 

20 分 

西組前 15 分 東赤野 90 分 

中組町 15 分 東寄 20 分 

中組前 15 分 西寄 90 分 

中組浜 15 分 叶岡 90 分 

東組西 15 分 叶岡前 25 分 

東組南 15 分 住吉 20 分 
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（２） 歩行速度は１．０ｍ/秒を目安とする。ただし歩行困難者、身体障害者、乳幼児、

重病人等については、さらに歩行速度が低下する（０．５ｍ/秒）ことを考慮する

ものとする。 

 

（３） 避難開始時間は、地震発生時の混乱や要援護者への対応、高台への移動なども考

慮して１０分を目安とする。 

 

 （４） 避難目標地点は、高知県の津波浸水予測地点の内陸側端部の外側に設定した。 

 

●避難目標地点までの避難可能距離（範囲） 

＝ （歩行速度）×（津波到達予想時間－避難開始時間） 

 

 （５） 避難ビル等は、市指定の避難ビル等（23 箇所）とし、想定する収容可能人数と

安芸市の人口密度から、避難ビル等ごとに避難カバーエリアを設定した。 

 

●避難ビル等の避難カバーエリア＝ 

＝ √｛（収容人数）×２／（人口密度）／３．１４｝   

（左式の結果が 300m 以下の場合） 

    ＝ 300              （上式の結果が 300m より大きい場合） 

 

以上の検討から、安芸市における津波避難困難地域を以下のように設定した。 

 

※津波避難困難地域一覧 

避難困難地域 
津波到達 

予想時間 

想定最大 

津波高 

浸水深 

避難方法の検討 

港町 1 丁目 １５分 ２～５ｍ 津波避難タワーを建設 

港町 2 丁目 １５分 ２～５ｍ 津波避難ビルを指定 

日ノ出町 １０分 ２～５ｍ 津波避難ビルを指定 

川北（新町・片町・西ノ島） １５分 ２～５ｍ 津波避難タワーを建設 

伊尾木（西組北・西組南・西組

前・中組町・中組前・中組浜） 
１５分 ２～５ｍ 津波避難タワーを建設 
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※津波避難困難地域の分布 

 

７ 避難の方法 

（１）避難は原則徒歩によるものとする。 

（２）避難場所及び避難目標地点までの距離が相当ある場合や、災害時要援護者の円滑な

避難が非常に困難、かつ自動車などを利用した場合であっても、渋滞や交通事故のお

それ、徒歩による避難者の円滑な避難を妨げるおそれが低い地域では、自主防災組織

等は、その実情に応じた避難方法をあらかじめ検討しておくものとする。 

 

：浸水予測地域 

：避難困難地域 

：避難ビル等 

：大字境界 

港町２丁目 

港町１丁目 

日ノ出町 

川北地区 

伊尾木地区 
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第３章 初動体制                   

１ 職員の参集 

職員は、津波注意報や津波警報が発表された場合、あるいは強い地震を観測した場合は

速やかに下記の配備基準より参集するものとする。 

 

（１）配備基準 

   職員の配備基準は、次のとおりとする。 

  （津波予報区は「高知県」） 

配備体制 配備基準 動員体制 

 震災第一配備 

 （警戒体制） 

 

 

 「高知県」に津波注意報が発

表されたとき 

 

 まちづくり課職員 

 商工観光水産課長 

 消防本部職員 

（責任者 まちづくり課長） 

 震災第二配備 

 （厳重警戒体制ま

たは災害対策本部

判断設置） 

 高知県東部で、震度４以上の

地震が発生したとき 

 「高知県」に「津波」の津波

警報が発表されたとき 

 まちづくり課職員 

商工観光水産課職員 

総務課職員 

 災害対策本部員 

 （部長以上） 

 消防本部職員 

（責任者 市長） 

 震災第三配備 

 （災害対策本部自

動設置） 

 高知県東部で、震度５弱以上

の地震が発生したとき 

 「高知県」に「大津波」の津

波警報が発表されたとき 

 全職員 

 

（責任者 市長） 

 

（２） 職員の参集 

ア. 勤務時間内における参集 

職員は、勤務時間内に津波注意報、津波警報、又は震度４以上の地震が観測された

場合は、速やかに配備基準に基づき災害対応業務に従事するものとする。 

イ. 勤務時間外における参集 

職員は、勤務時間外に津波注意報、津波警報、又は震度４以上の地震が観測された

場合は、『安芸市地域防災計画』にのっとって、その情報を認知後、速やかに配備基

準に基づき所定の場所へ参集するものとする。 

なお、当直者からの緊急連絡体制は、次のとおりとする。 
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（３）職員の参集上の留意事項 

  ア. 職員は、あらかじめ定められた災害時における配備体制及び自己の任務を十分認

識し、災害発生のおそれがある場合、又は災害の発生を察知したときは、配備命令

を待つことなく自主的に速やかに定められた場所に参集し、防災活動に従事しなけ

ればならない。 

  イ. ただし、定められた参集場所が浸水予想地域に含まれる職員は、強い地震もしく

は長時間のゆっくりとしたゆれを感じて避難が必要であると認める場合、まずは各

自がいる場所で避難行動支援を行い、自身も安全確保をした上で、安全が確認（参

集場所の津波警報が解除されるなど）されてから参集するものとする。そのため、

職員は参集場所が浸水予想地域に含まれるかどうか、参集場所周辺の標高がどのよ

うになっているかを把握しておくものとする。 

ウ. 職員は、目視で分かる範囲で、参集途上における被災の状況等を把握し、所属長

又は配備体制責任者に報告をおこなうものとする。 

 

２ 津波に関する情報の収集 

（１）気象庁等から収集する津波予報・津波情報は次のとおりとする。 

種    類 内            容 

津波警報・津波注意報 
津波の発生がある場合に、地震が発生してから約３分を
目標に津波警報（大津波、津波）又は津波注意報（津波
注意）が発表される。 

津波予報 
津波警報、津波注意報の基準に満たない津波の予報が発
表される。具体には、0.2m 未満の海面変動の予想や、
海面変動の継続について発表される。 

津波到達予想時刻・予想される
津波の高さに関する情報 

各津波予報区の到達予想時刻や予想される津波の高さ
が発表される。 

各地の満潮時刻、津波の到達予
想時刻に関する情報 

主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻が発表され
る。 

津波観測に関する情報 
実際に津波を観測した場合に、その時刻や高さが発表さ
れる。 

まちづくり課長 

市長

副市長 

関係課室長 

消防本部 関係機関 

当直 

議員

災害対策要員 

消防団 

教育長 

消防長 



 

 

- 13 - 
 

※ 気象庁等から発表される津波警報・注意報の種類及び解説は次のとおりである。 

警報・注意報 
発表される 

津波高さ 

津波観測情報の内容と表現 

第 1 波 最大波 

津波警報 

大津波 

10m 以上、

8m、6m、 

4m、3m 

・第 1 波の到達時刻

・押し引き 

・第 1 波の高さ 

すべて数値で発表 

（ごく小さい場合 

は「微弱」） 

津 波 2m、1m 

津波注意報 0.5m 

  

（注）１ 津波による災害のおそれが無い場合には、「津波の心配はない」旨、又は「若干

の海面変動があるかもしれないが被害の心配はない」旨の津波予報が地震情報

に含めて発表される。 

２ 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、「津波警報解除」又

は「津波注意報解除」として速やかに通知される。 

３ 高知県沿岸は、全域が１つの予報区で予報区名称は「高知県」として発表さ

れる。 

 

（２）海面監視による情報収集 

津波発生の危険性がある場合は、消防機関、消防団と協力し海面監視による津波

監視を行なう。海面監視は安全な高台等から目視により行なうものとする。 

 

３ 被害情報の収集 

 参集と同時に、必要に応じて災害対策本部体制を整え、被害情報の収集を開始する。

調査項目は市県防災計画に示されている様式に従うものとする。 

 

① 人、住家の被害状況 

調査班、建築班が担当し、人的な被害は警察の立ち会いで実施する。 

② 農林水産被害調査 

農業経済班、林業水産班が担当し、農協、漁協などの協力を得て実施する。 

③ 商工業被害調査 

商工班、物資班が担当し、商工会などの協力を得て実施する。 

④ 土木被害調査 

道路班、下水道班、水道班が担当し、実施する。 

⑤ 教育被害調査 

教育班が担当し、学校長などの協力を得て実施する。 
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市長は、人身・家屋などに被害が発生したときは、直ちに知事に次の事項を報告する。 

 ア 発生日時 

 イ 発生場所 

 ウ 被害の状況、応急措置の概要 

 エ 被災建築物応急危険度判定派遣要請の有無 

 オ その他参考事項 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

安芸市 

警 察 

安芸市消防本部 

住民・団体 

気象台 

高知県 

安芸土木事務所 

安芸福祉事務所 

その他関係機関 

発見者 
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４ 津波に関する情報の伝達・周知 

 気象庁等から発表される近地地震による津波情報の伝達系統は下図のとおりである。

遠地地震による津波情報の場合、気象庁から大阪管区気象台、高松地方気象台及び高地

地方気象台に通報され、その後は同様のルートで伝達される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 防災関係機関：国土交通省高知河川国道事務所、中村河川国道事務所、高知港湾・空港整備事務所

四国電力（株）高知系統制御所、高知新聞、高知県無線漁業協同組合室戸漁業無線局 

 

※２ 伝達手段は次のとおりである。伝達ルート上、先に記載している手段を優先使用するものとする。 

   ①：加入電話  ②：防災行政無線  ③：不通時使送する  ④：専用線  ⑤：非常無線 

大阪管区 

気象台 

NTT 西日本 

または NTT 東日本 

四国管区 

警察局 

第五管区 

海上保安本部

四国旅客鉄道

（株） 

NHK 高知放送局 

高知 

地方気象台 

高知県 

警察本部 

高知 

海上保安部 

高知県 

安芸警察署 

神戸 

海洋気象台 

高松 

地方気象台 

土佐くろしお

鉄道（株） 

防災関係機関 ※１ 

安
芸
市 

及
び 

安
芸
市
消
防
本
部

住
民
そ
の
他 

高知さんさんテレビ 

KUTV テレビ高知 

気象庁 消防庁 J-ALERT 

FM 高知 

RKC 高知放送 

自衛隊

NHK 

大阪放送局 

NHK 

松山放送局 

高知地方気象台 

から（副） 

高知地方気象台 

から（副） 

高知地方気象台 

から（副） 

④②③

④① 

④② 

④② 

④② 

④② 

④② 

②①⑤

②①⑤

④ 

④ 

① 
① 

⑤ 

④ ④ ④ 

④ 

④① ④① ④① 

① 
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５ 津波予報等の周知 

（１）津波予報や津波情報を受けたとき又は市長が津波のおそれがあると認めたときは、 

津波予報等の情報を次の方法により、沿岸住民や海岸付近に滞在する観光客、釣り

客に対し、迅速に周知を行なう。 

伝達手段 伝達対象 伝達内容 実施担当 

消防無線 

・サイレン 

住民 

海岸付近滞在者 

津波予報（解除も含む） 

津波情報 
消防本部 

消防車 

広報車 

住民 

海岸付近滞在者 

津波予報（解除も含む） 

津波情報 

避難勧告・指示の内容 

消防本部 

消防団 

まちづくり課他 

 

 （２）津波予報におけるサイレンの信号は次のとおりとする。 

区分 サイレン信号 

津波警報 ３秒 ２秒  ３秒 

津波警報解除 １０秒 ３秒 １０秒 

 

（３）広報車等で周知する際の内容は次のとおりとする。 

津波予報 周知内容 

高知県に 

津波注意報 

高知県に津波注意報が発表されました。高いところで０．５m 程度

の津波の到達が予想されます。 

海岸、港、河川から離れ、近づかないようにしてください。 

高知県に 

津波警報 

高知県に津波警報が発令されました。高いところで２m 程度の津波

の到達が予想されます。 

○○地域には避難勧告（指示）が出されています。 

大変危険ですので、直ちに高台や安全な場所へ避難してください。 

高知県に 

大津波警報 

高知県に大津波警報が発令されました。高いところで３m 程度以上

の津波の到達が予想されます。 

○○地域には避難指示が出されています。大変危険ですので、海岸、

港、河川から離れて、直ちに高台や安全な場所へ避難してください。
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（４）関係機関への通報は次のとおりとする。 

通報責任者 
伝達先等 

伝達内容 
伝達先 電話番号 伝達方法 

農林課長 
土佐あき 

農業協同組合 
34-1515 

電話 

ファックス

津波注意報・警報

（地震情報等） 

商工観光 

水産課長 

安芸漁業協同組合 34-1123 
電話 

ファックス

津波注意報・警報

（地震情報等） 

高知県漁業協同組合

穴内支所 
35-2711 

電話 

ファックス

津波注意報・警報

（地震情報等） 

芸陽漁業協同組合 34-1017 
電話 

ファックス

津波注意報・警報

（地震情報等） 

赤野川漁業協同組合 33-2885 
電話 

ファックス

津波注意報・警報

（地震情報等） 

安芸市観光協会 35-7500 
電話 

ファックス

津波注意報・警報

（地震情報等） 
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第４章 避難の勧告・指示              

津波が発生し、又は発生するおそれがあり避難が必要と認める場合には、避難対象地域

の居住者、滞在者、その他の者に対して避難勧告及び避難指示を発令する。 

 

１ 発令基準 

種別 基  準 

避難勧告 

1 震度４程度以上の強い地震を感じた場合、又は弱い地震であっ

ても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた場合で、かつ避難が必

要と判断したとき。 

２ 津波注意報が発表され、事前に避難を要すると判断したとき。

３ 津波警報が発表されたとき。 

４ 異常な水象を知ったとき。 

５ 災害を覚知し、災害の拡大が予想され、事前に避難を要すると

判断されるとき。 

避難指示 

１ 避難勧告より状況が悪化し、緊急に避難を要すると認められた

とき。 

２ 災害を覚知し、著しく危険が切迫し、緊急に避難を要すると認

められるとき 

 

２ 避難勧告・指示の伝達 

  避難勧告・指示等は、広報車等により周知、徹底をはかるものとする。 

避難勧告・指示の発令時には、直ちに高台等、安全な場所に避難するよう、住民に伝

達を行うものとする。 
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第５章 地域津波避難計画              

地域ぐるみで津波からの円滑な避難ができるように、浸水予想区域を抱えるすべての自

主防災組織等が、下記の内容等が記載された地域津波避難計画を作成するよう働きかける

とともに、ワークショップの開催や情報提供など必要な支援を行なう。 

・避難対象地域 （防災マップに記載）     

・津波到達予想時間 

・避難目標地点 

・避難経路 （防災マップに記載） 

・避難先 （防災マップに記載） 

・避難の方法 

・災害時要援護者の避難支援 

・避難訓練 

・地震・津波避難の心得と備え 

 

第６章 災害時要援護者の避難支援          

１ 災害時要援護者の定義 

対象となる災害要援護者は、以下の通りとする。 

① 乳幼児、妊婦で、日常的に援護が必要な方 

・乳幼児（就学前） 

・母子手帳の交付を受けている妊婦の方 

② 高齢者等で日常的に援護が必要な方 

・満６５歳以上の高齢者一人でお住まいの方 

・満６５歳以上の高齢者だけでお住まいの方 

・介護保険における、要介護者 1 以上の認定者で、在宅で生活されている方 

③ 身体障害者（視覚、聴覚、音声・言語、肢体不自由、内部障害等）で、日常的に援

護が必要な方 

・身体障害者手帳の１～２級をお持ちで、在宅で生活されている方 

④ 知的障害者（児）で、日常的に援護が必要な方 

・療育手帳の A、A1、A2 をお持ちで、在宅で生活されている方 

⑤ 在宅の精神障害者 

・精神保健福祉手帳の 1～2 級をお持ちで、在宅で生活されている方 

⑥ 難病・疾病等による自宅療養者で、自力避難が困難な方 

⑦ 日本語に不慣れな在住外国人 

⑧ その他、援護が必要と認められた方 
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２ 情報伝達 

（１）津波注意報・警報や避難勧告・指示などの伝達手段やその内容について事前に

災害時要援護者の理解を深めるよう努める。 

（２）日頃から支援者等を通じて防災情報を伝達する手段等の確立に努める。 

 

３ 避難時の支援（避難誘導および安否確認） 

災害発生直後の災害時要援護者の救助や避難誘導は、消防や警察等による体制が整

うまでの間、地域における住民の協力による方法が効果的と考えられる。あらかじめ

個別に避難支援計画を定め、地域の住民や地域の支援ネットワークが協力しながら、

自力で避難できない災害時要援護者の避難誘導を行う。 

災害時要援護者の安否確認は、現地で情報の伝達や避難誘導を行うことで一時的に

確認できるが、平常時に把握しておいた所在情報等に基づき、確認を行うことが望ま

しい。安否が確認できない災害時要援護者については、消防や警察に救助や確認を依

頼することとなる。また、避難が必要な地域において、あらかじめ本人の同意が得ら

れていない等の理由で情報が登録・共有されていない災害時要援護者についても、福

祉事務所等で事前に把握している所在情報等をもとに、迅速な安否確認や避難誘導を

実施する。 

自主防災組織や民生委員、社会福祉協議会、ボランティア団体、福祉事業所等と連

携を図り、災害時要援護者が円滑に避難できるよう、日頃から地域で支えあうための

仕組みづくりを進める。 

避難誘導を実施する際の配慮すべき事項は、以下のとおりである。 

 

区 分 配慮を要する事項 

寝たきりや 

身体が虚弱 

な高齢者 

・毛布でくるんだり、頭を覆う等安全確保を図り、おぶいひもでおぶったり複
数の人で抱えたり、車いすや担架を使う等個人の状態に応じた方法をとりま
す 

・日頃から服用している薬を携帯します 

認知症 

高齢者 

・転倒しやすい家具等から離れたり、頭を守るように支援します 
・努めて冷静な態度で接し、状況を簡潔に説明して本人を安心させ落ち着かせ

るようにします 
・一人にせず、必ず誰かが付き添うようにし、手を引くなどして移動します 

不安から大声を出したり異常な行動をしても、大騒ぎしたり叱ったりしない
ようにします。激しい興奮状態が続くときには家族等が付き添い、他の人か
ら離れたところで様子を見るようにします 
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区 分 配慮を要する事項 

視覚障害者 ・座布団等で頭を守るよう指示するとともに、家の中の状況を伝え、安全に注
意しながら家の中の安全な場所へ誘導します 

・支援者の肘の上を視覚障害者につかんでもらい、歩行速度に気をつけて歩き
ます。後ろから押す、手を引っ張る、肩や白杖をつかむことはしないように
します 

・避難する際、支援者は自分が誰なのか、何のために、どこへ行くのかを、音
声で伝えます。（視覚障害もある場合、手のひらに字を書く等の手段により伝
えます） 

・あらかじめ緊急時のサイン又はルールが決められている場合は、それらを視
覚障害者に音声で伝えます 

聴覚障害者 ・手話、文字（メモ、緊急連絡カード、ホワイトボード等）、身振り等で状況を
知らせ、聴覚障害者から依頼があれば、メモ等での情報提供をします 

肢体 

不自由者 

・自力での移動が困難な人の場合は、まず、頭を覆うようにして家具類が転倒、
落下するおそれのいない安全な場所で移動させます 

・自力歩行が困難な人には、車いすやストレッチャー等の移動用具の確保や移
動の援助者の派遣等を行います 

内部障害者 ・常時使用する医療機器（機器によっては電気、酸素ボンベが必要）を確保し、
必要に応じて静かに手早く災害をまぬがれた医療機関へ誘導・搬送します 

知的障害者 ・緊急連絡カード、療育手帳、笛やブザー、普段から服用している薬等を携帯
するよう指示します 

・努めて冷静な態度で接し、絶えず優しい言葉をかけるようにします 
・一人にせず必ず誰かが付き添うようにし、手を引くなどして移動します 
・不安から大声を出したり異常な行動をしても、大騒ぎしたり、叱ったりしな

いようにします。発作がある場合は、速やかにかかりつけの医療機関に連絡
をとり指示を受けます。連絡が取れない場合は、最寄の医療機関等へ相談し
ます 

精神障害者 ・緊急連絡カード、障害者手帳、普段から服用している薬等を携帯するように
指示します 

・努めて冷静な態度で接し、状況を簡潔に説明して本人を安心させ、冷静さを
保つように声をかけます 

・一人にせず必ず誰かが付き添うようにし、症状に応じては手を引くなどして
移動します 

・不安から大声を出したり異常な行動をしても、大騒ぎしたり叱ったりしない
ようにします。妄想や幻覚の訴えがある場合も、強く否定したりせず、相づ
ちを打つ程度にとどめます 

・強い不安や症状悪化がみられる場合は、速やかにかかりつけの医療機関に連
絡を取り指示を受けます。連絡が取れない場合は、最寄の医療機関等へ相談
します 

自閉症者 ・緊急連絡カード、障害者手帳、普段から服用している薬等を携帯するように
指示します 

・普段と違うこと、先の見通しがたたないことにストレスを感じるので、何を
するのかを本人に理解させ、パニックにつながらないようにしながら誘導し
ます。誘導にあたっては、地図などを使って具体的な指示をします 

乳幼児 ・保護者とともに避難します。保護者がいない場合は近隣住民等の協力を求め
ます 

妊産婦 ・避難時の転倒等による流早産のおそれがある場合には家族等が付き添う必要
があります 

・出産予定日が近い場合は、産婦人科への連絡も行い出産時の協力を求めます

外国人 ・日本語が理解できない外国人に対しては、身振りや手振り等も含めあらゆる
方法でコニミュケーションを図り、避難が必要であることを理解してもらい
ます 

・外国語等ができる近隣の住民等の協力を求めます 
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第 7 章 観光客、海水浴客、釣り客等の避難対策    

１ 情報伝達 

  津波浸水予想区域にある観光施設や、宿泊施設の管理者に対し、伝達手段の確保を

図るとともに、利用者に対する情報の伝達マニュアル及び避難計画を定めておくよう

指導に努める。また、屋外にいる者に対しては、消防無線の屋外拡声器、サイレン、

広報車等により迅速な津波情報等の伝達を行う。            

 

２ 津波注意看板・避難誘導標識等の設置  

  観光客等、地理不案内な外来者等への津波対策として津波注意看板のほか、標高表

示や津波の高さ表示、避難誘導や避難場所を示した標識等を設置する。 

 

３ 釣り客等への啓発  

釣り客等に対して、津波に対する心得、津波の危険性などを記載したチラシを釣具

店等で配布するなど、関係事業者と連携して啓発を行う。 

 

第８章 津波防災対策の啓発・訓練          

１ 啓発 

津波から命を守る最も重要な対策は、津波から逃げることであり、住民の津波避難

意識を高めるため、市の広報やホームページなど様々な機会をとらえて津波の特性、

避難時の心得、避難方法などについて啓発を行う。 

 

２ 訓練 

津波からの円滑な避難体制を確立するため、定期的に避難訓練や、情報伝達等の訓練

を実施する。 

（１）避難訓練 

自主防災組織等と連携し、住民が主体なった避難訓練を少なくとも年 1 回以上実

施する。 

（２）情報伝達訓練 

初動体制や情報の収集・伝達ルートの確認、伝達機器の操作方法、住民への情報

周知等の訓練を定期的に実施する。 



別表１０  災 害 確 定 報 告 
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市 町 村  区分 被  害 区  分 被  害 

対
策
本
部 

市
町
村
災
害 

名称  災 害 名 

 

確定年月日 

 

 

月  日  時確定

そ
の
他 

田
流失・埋没 ha  公立文教施設 千円  

冠 水 ha  農林水産業施設 千円  

畑
流失・埋没 ha  公共土木施設 千円  設置 月  日  時

冠 水 ha  その他の公共施設 千円  解散 月  日  時

報告者名  文 教 施 設 箇所  小   計 千円    

区   分 被 害 病 院 箇所     

人
的
被
害 

死者 人  道 路 箇所  

そ 
 

の 
 

他 

農産被害 千円  

行方不明者 人  橋 り ょ う 箇所  林産被害 千円  

負傷者 
重傷 人  河 川 箇所  畜産被害 千円   

軽傷 人  港 湾 箇所  水産被害 千円    

住 
 

家 
 

被 
 

害 

全壊 

棟  茶 房 箇所  商工被害 千円  

世帯  清 掃 施 設 箇所     

人  崖 く ず れ 箇所  

半壊 

棟  鉄 道 不 通 箇所   

世帯  被 害 船 舶 隻  そ の 他 千円  消防隊員出動延人数 人  

人  水 道 戸  被 害 総 額 千円  消防団員出動延人数 人  

一部破損 

棟  電 話 回線  

備 
 
 
 
 

考 

災害発生場所 

 

災害発生年月日 

 

災害の概況 

 

消防機関の活動状況 

 

その他（避難の勧告・指示の状況） 

 

 

世帯  電 気 戸  

人  ガ ス 戸  

床上浸水 

棟  ブロック塀等 箇所  

世帯     

人  

床下浸水 

棟  り 災 世 帯 数 世帯  

世帯  り 災 者 数 人  

人  火
災
発
生 

建 物 件  

非
住
家

公共建物 棟  危 険 物 件  

その他 棟
 

そ の 他 件 
 



 

別表１１  被害状況認定基準 
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被害区分 説          明 

人 

的 

被 

害 

死 者 
当該災害が原因で死亡し、死体を確認した者、又は死体は確認できない

が、死亡したことが確実な者とする。 

行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者とする。

負 傷 者 

当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者。

（重 傷） １ケ月以上の治療を要する見込の者 

（軽 傷） １ケ月未満で治癒できる見込の者 

住 
 
 

 
 

家 
 
 

 
 

被 
 
 

 
 

害 

住 家 現実に居住のために使用している建物とする。 

棟 

一つの建築物をいう。 

主屋より延べ面積の小さい建築物（同じ宅地内にあるもので、非住家と

して計上するに至らない建物）が付着している場合には同一棟とみなす。

又、渡り廊下のように二つ以上の主屋に付着しているものは折半して、

それぞれを主屋の付属建物とみなす。 

世 帯 

生計を一にしている実際の生活単位をいう。 

（同一家屋内の親子夫婦であっても、生活の実態が別々であれば２世帯

となる。また、主として、学生等を宿泊させる寄宿舎、下宿その他これ

に類する施設に宿泊する者で、共同生活を営んでいる者については１世

帯とする） 

全 壊 

住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊若しくは流失した部分の

床面積が、その住家の延べ面積の 70％以上に達したもの、又は住家の主

要構造部の被害額が、その住家の時価の 50％以上に達した程度のものと

する。 

半 壊 

住家の損壊が甚しいが、補修すれば元通りに使用できるもので、具体的

には損壊部分が、その住家の延べ面積の 20％以上 70％未満のもの、又は

住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の 20％以上 50％未満のも

のとする。 

一 部 破 損 
全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度

のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のものは除く。 

床 上 浸 水 
住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土

砂・竹木等の堆積により一時的に居住することができないものとする。

床 下 浸 水 床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 

非 住 家 

住家以外の建物で被害報告の他の項目に属さないものとする。 

これらの施設に人が居住しているときは、その部分は住家とする。 

全壊・半壊の被害を受けたもののみについて記入する。 

公 共 建 物 役場庁舎、公民館等の公用又は公共の用に供する建物とする。 

そ の 他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 
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被害区分 説          明 

そ 
 
 

 
 

の 
 
 

 
 

他 
 
 
 
 

被 
 
 

 
 

害 

田の流失・

埋没 

田の耕土が流失し、又は砂利等の堆積のため、耕作が不能になったもの

とする。 

田の冠水 稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

畑の流失・ 

埋没・冠水 

田の例に準じて取り扱うものとする。 

文教施設 
小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養

護学校及び幼稚園における教育の用に供する施設とする。 

道 路 
道路法第２条第１項に規定する道路のうち、橋りょうを除いたものとす

る。 

橋りょう 道路を連結する河川、運河等の上に架設された橋とする。 

河 川 

河川法が適用され、若しくは準用される河川、若しくはその他の河川、

又はこれらのものの維持管理上必要な堤防護岸、水利、床止その他の施

設、若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸とす

る。 

港 湾 
港湾法第２条第５項に規定する水域施設、外かく施設、けい留施設、又

は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設とする。 

砂 防 

砂防法第１条に規定する砂防施設、同法第３条の規定によって同法が準

用される砂防のための施設、又は同法第３条の２の規定によって同法が

準用される天然の河岸とする。 

地すべり 
地すべり防止区域内にある排水施設・擁壁・ダム、その他地すべりを防

止するための施設とする。 

急傾斜地 
急傾斜地崩壊危険区域内にある排水施設・擁壁、その他急傾斜地の崩壊

を防止するための施設とする。 

清掃施設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

鉄道不通 汽車電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

被害船舶 

ろ、かいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能に

なったもの及び流出し所在が不明になったもの、並びに修理しなければ

航行できない程度の被害を受けたものとする。 

電 話 災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

電 気 
災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数と

する。 

水 道 
上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち、最も多く断水した時点

における戸数とする。 

ガ ス 
一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち、最

も多く供給停止となった時点における戸数とする。 

ブロック塀 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 
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被害区分 説          明 

り 災 世 帯 
災害により、全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け、通常の生活を維持

できなくなった生計を一にしている世帯とする。 

り 災 者 り災世帯の構成員とする。 

公立文教施設 公立の文教施設をいう。 

農林水産業施設 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律によ

る補助対象となる施設をいい、具体的には農地・農業用施設・林業用施

設・漁港施設及び共同利用施設とする。 

公共土木施設 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による国庫負担の対象となる

施設をいい、具体的には河川、海岸、砂防施設、林地荒廃防止施設、道

路、港湾及び漁港とする。 

その他の 

公共施設 

公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設以外の公共施設をいい、

例えば庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用又は公共の用に供する

施設とする。 

公共施設 

被害市町村数 

公立文教施設、農林水産施設、公共土木施設及びその他の公共施設の被

害を受けた市町村の数とする。 

そ
の
他 

農産被害 
農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス・農作物

等の被害とする。 

林産被害 
農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木・苗木等の被害とす

る。 

畜産被害 
農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜・畜舍等の被害とす

る。 

水産被害 
農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えばのり・漁具・漁船等の被

害とする。 

商工被害 建物以外の商工被害で、例えば工業原材料・商品・生産機械器具とする。
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（参考資料） 

国における津波対策に係る検討会議資料 

 

・車で安全かつ確実に避難できる方策 

（平成２４年５月「防災対策推進検討会議 津波避難対策検討ワーキンググループ 第６回会合」資料） 

・災害時要援護者の避難支援に関する検討会報告書(素案) 

（平成２５年１月「災害時要援護者の避難支援に関する検討会（第４回）」資料） 
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